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平成２９年第３回紀の川市議会定例会 第１日 

 

       平成２９年 ８月３１日（木曜日） 開 会 午前 ９時２８分 

                        散 会 午前１１時３６分 

    ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎議事日程（第１号） 

 日程第１  会議録署名議員の指名 

 日程第２  会期の決定 

 日程第３  諸般の報告 

 日程第４  諮問第  ２号 人権擁護委員候補者の推薦について 

       諮問第  ３号 人権擁護委員候補者の推薦について 

       諮問第  ４号 人権擁護委員候補者の推薦について 

       諮問第  ５号 人権擁護委員候補者の推薦について 

       諮問第  ６号 人権擁護委員候補者の推薦について 

       議案第 ５５号 教育委員会委員の任命について 

       議案第 ５６号 平成２８年度紀の川市一般会計歳入歳出決算の認定につ 

               いて 

       議案第 ５７号 平成２８年度紀の川市住宅新築資金等貸付事業特別会計 

               歳入歳出決算の認定について 

       議案第 ５８号 平成２８年度紀の川市土地取得事業特別会計歳入歳出決 

               算の認定について 

       議案第 ５９号 平成２８年度紀の川市国民健康保険事業勘定特別会計歳 

               入歳出決算の認定について 

       議案第 ６０号 平成２８年度紀の川市国民健康保険直営診療施設勘定特 

               別会計歳入歳出決算の認定について 

       議案第 ６１号 平成２８年度紀の川市後期高齢者医療特別会計歳入歳出 

               決算の認定について 

       議案第 ６２号 平成２８年度紀の川市介護保険事業勘定特別会計歳入歳 

               出決算の認定について 

       議案第 ６３号 平成２８年度紀の川市公共下水道事業特別会計歳入歳出 

               決算の認定について 

       議案第 ６４号 平成２８年度紀の川市特定環境保全公共下水道事業特別 

               会計歳入歳出決算の認定について 

       議案第 ６５号 平成２８年度紀の川市農業集落排水事業特別会計歳入歳 

               出決算の認定について 

       議案第 ６６号 平成２８年度紀の川市簡易水道事業特別会計歳入歳出決 
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               算の認定について 

       議案第 ６７号 平成２８年度紀の川市池田財産区特別会計歳入歳出決算 

               の認定について 

       議案第 ６８号 平成２８年度紀の川市田中財産区特別会計歳入歳出決算 

               の認定について 

       議案第 ６９号 平成２８年度紀の川市長田竜門財産区特別会計歳入歳出 

               決算の認定について 

       議案第 ７０号 平成２８年度紀の川市竜門財産区特別会計歳入歳出決算 

               の認定について 

       議案第 ７１号 平成２８年度紀の川市南北志野財産区特別会計歳入歳出 

               決算の認定について 

       議案第 ７２号 平成２８年度紀の川市飯盛財産区特別会計歳入歳出決算 

               の認定について 

       議案第 ７３号 平成２８年度紀の川市静川財産区特別会計歳入歳出決算 

               の認定について 

       議案第 ７４号 平成２８年度紀の川市最上、神田、市場、元財産区特別 

               会計歳入歳出決算の認定について 

       議案第 ７５号 平成２８年度紀の川市調月財産区特別会計歳入歳出決算 

               の認定について 

       議案第 ７６号 平成２８年度紀の川市丸栖財産区特別会計歳入歳出決算 

               の認定について 

       議案第 ７７号 平成２８年度紀の川市平池財産区特別会計歳入歳出決算 

               の認定について 

       議案第 ７８号 平成２８年度紀の川市水道事業会計における水道事業剰 

               余金の処分及び決算の認定について 

       議案第 ７９号 平成２８年度紀の川市工業用水道事業会計における工業 

               用水道事業剰余金の処分及び決算の認定について 

       議案第 ８０号 工事請負契約の締結について（那賀アメニティセンター 

               施設解体工事） 

       議案第 ８１号 第２次紀の川市長期総合計画基本構想の制定について 

       議案第 ８２号 紀の川市行政組織条例の一部改正について 

       議案第 ８３号 紀の川市自転車駐車場条例の一部改正について 

       議案第 ８４号 紀の川市個人情報の保護に関する条例及び紀の川市情報 

               公開条例の一部を改正する条例の制定について 

       議案第 ８５号 職員の自己啓発等休業に関する条例の一部改正について 

       議案第 ８６号 紀の川市諸収入金督促手数料及び延滞金徴収条例の一部 
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               改正について 

       議案第 ８７号 紀の川市地域防災計画に定める大規模工場等の用途及び 

               規模の基準に関する条例の制定について 

       議案第 ８８号 平成２９年度紀の川市一般会計補正予算（第２号）につ 

               いて 

       議案第 ８９号 平成２９年度紀の川市住宅新築資金等貸付事業特別会計 

               補正予算（第１号）について 

       議案第 ９０号 平成２９年度紀の川市国民健康保険事業勘定特別会計補 

               正予算（第２号）について 

       議案第 ９１号 平成２９年度紀の川市後期高齢者医療特別会計補正予算 

               （第１号）について 

       議案第 ９２号 平成２９年度紀の川市介護保険事業勘定特別会計補正予 

               算（第１号）について 

       議案第 ９３号 平成２９年度紀の川市公共下水道事業特別会計補正予算 

               （第１号）について 

       議案第 ９４号 平成２９年度紀の川市農業集落排水事業特別会計補正予 

               算（第１号）について 

       議案第 ９５号 平成２９年度紀の川市簡易水道事業特別会計補正予算 

               （第１号）について 

       議案第 ９６号 平成２９年度紀の川市池田財産区特別会計補正予算（第 

               １号）について 

       議案第 ９７号 平成２９年度紀の川市田中財産区特別会計補正予算（第 

               １号）について 

       議案第 ９８号 平成２９年度紀の川市長田竜門財産区特別会計補正予算 

               （第１号）について 

       議案第 ９９号 平成２９年度紀の川市竜門財産区特別会計補正予算（第 

               １号）について 

       議案第１００号 平成２９年度紀の川市南北志野財産区特別会計補正予算 

               （第１号）について 

       議案第１０１号 平成２９年度紀の川市飯盛財産区特別会計補正予算（第 

               １号）について 

       議案第１０２号 平成２９年度紀の川市静川財産区特別会計補正予算（第 

               １号）について 

       議案第１０３号 平成２９年度紀の川市最上、神田、市場、元財産区特別 

               会計補正予算（第１号）について 

       議案第１０４号 平成２９年度紀の川市調月財産区特別会計補正予算（第 
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               １号）について 

       議案第１０５号 平成２９年度紀の川市丸栖財産区特別会計補正予算（第 

               １号）について 

       議案第１０６号 平成２９年度紀の川市平池財産区特別会計補正予算（第 

               １号）について 

       議案第１０７号 平成２９年度紀の川市水道事業会計補正予算（第１号） 

               について 

       議案第１０８号 和歌山県市町村総合事務組合規約の変更に関する協議に 

               ついて 

    ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎本日の会議に付した事件 

 議事日程（第１号）のとおり 

    ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○出席議員（２１名） 

  １番 並 松 八 重   ２番 太 田 加寿也   ３番 舩 木 孝 明 

  ４番 中 尾 太久也   ５番 仲 谷 妙 子   ６番 大 谷 さつき 

  ７番 石 脇 順 治   ８番 中 村 真 紀   ９番 榎 本 喜 之 

 １０番 杉 原   勲  １１番 森 田 幾 久  １２番 村 垣 正 造 

 １３番 高 田 英 亮  １５番 西 川 泰 弘  １６番 坂 本 康 隆 

 １７番 室 谷 伊 則  １８番 上 野   健  １９番 石 井   仁 

 ２０番 川 原 一 泰  ２１番 堂 脇 光 弘  ２２番 竹 村 広 明 

    ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○欠席議員（０名） 

    ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○説明のために出席した者の職氏名 

  市  長     中 村 愼 司    副市長      林   信 良 

  市長公室長    西 川 直 弘    企画部長     森 本 浩 行 

  総務部長     金 岡 哲 弘    危機管理部長   中 浴 哲 夫 

  市民部長     尾 上 之 生    地域振興部長   吉 川 博 造 

  保健福祉部長   上 村 敏 治    農林商工部長   神 徳 政 幸 

  建設部長     前 田 泰 宏    会計管理者    浅 野 徳 彦 

  水道部長     溝 上 卓 史    農業委員会事務局長  中 野 朋 哉 

  教育長      貴 志 康 弘    教育部長     稲 垣 幸 治 

  企画部財政課長  杉 本   太    代表監査委員   箕 輪 光 芳 

    ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議会事務局職員 
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  事務局長     榎 本   守    事務局次長    柏 木 健 司 

  議事調査課主幹  片 山 享 慈    議事調査課課長補佐  岩 本 充 晃 

    ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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（開会 午前 ９時２８分） 

○議長（竹村広明君） おはようございます。 

 議員各位には、平成２９年第３回紀の川市議会定例会に出席をいただき、厚く御礼を申

し上げます。 

 議員各位の御協力のもと、円滑な議会運営を努めますので、よろしくお願い申し上げま

す。 

 また、本日の会議には、箕輪光芳代表監査委員にも出席いただいております。 

 それでは、地方自治法第１１３条の規定による定足数に達しておりますので、これより

平成２９年第３回紀の川市議会定例会を開会いたします。 

 これより、本日の会議を開きます。 

 それでは、議事に入ります。 

 議事日程は、お手元に配付しているとおりであります。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（竹村広明君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本定例会の会議録署名議員は、会議規則第８１条の規定により、１１番 森田幾久君、

１２番 村垣正造君を指名いたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 日程第２ 会期の決定について 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（竹村広明君） 次に、日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

 去る８月２１日、議会運営委員会を開催していただき、本定例会の会期等、議会運営に

ついて御協議いただいております。 

 お諮りいたします。 

 本定例会の会期は、お手元に配付の会期予定表のとおり、本日から９月２８日までの２

９日間としたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」という者あり〕 

○議長（竹村広明君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本定例会の会期は、本日から９月２８日までの２９日間に決定いたしまし

た。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 日程第３ 諸般の報告 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（竹村広明君） 次に、日程第３、諸般の報告を行います。 

 市長から、地方自治法第１８０条第２項の規定により、市長の専決処分事項報告、地方
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公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の規定により、平

成２８年度健全化判断比率及び資金不足比率報告書の提出がありましたので、お手元は配

付しておきましたから御了承願います。 

 また、監査委員から地方自治法第２３５条の２第３項の規定により、例月出納検査の結

果報告、地方自治法第１９９条第９項の規定により定期監査の結果報告がありましたので、

お手元に配付しておきましたから御了承願います。 

 なお、その他の報告につきましても、お手元に配付しているとおりであります。御確認

いただきたいと思います。 

 以上で、諸般の報告を終わります。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 日程第４ 諮問第  ２号 人権擁護委員候補者の推薦について から 

      議案第１０８号 和歌山県市町村総合事務組合規約の変更に関する協議に 

              ついて まで 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（竹村広明君） 次に、日程第４、諮問第２号 人権養護委員候補者の抽篶につい

てから、議案第１０８号 和歌山県市町村総合事務組合規約の変更に関する協議について

までの５９件を一括議題といたします。 

 提出者に提案理由の説明を求めます。 

 市長 中村愼司君。 

○市長（中村愼司君）（登壇） おはようございます。 

 平成２９年第３回紀の川市議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位には何かと

御多用にもかかわりませず御参集をいただき、厚くお礼申し上げます。 

 大変暑かった夏も終わりを告げようとして、季節は暦どおり秋に向かい、これから台風

の接近が心配される秋雨の時期を迎えるわけであります。 

 先日の台風５号では、人的被害はなかったものの、農作物に枝折れや落果等の被害があ

りました。今後も市民の皆様と協力して、防災・減災に努めてまいりたいと考えておりま

すので、議員各位並びに市民の皆様の御指導・御鞭捷をいただきますようお願い申し上げ

ます。 

 それでは、今定例会に提案いたしました５９議案の提案理由の説明を申し上げます。 

 まず、人事に関する案件になります。 

 諮問第２号から諮問第６号は、任期満了に伴う人権擁護委員の推薦について、それぞれ

議会の意見を求めるものであります。 

 また、議案第５５号は、教育委員会委員の選任についてですが、大成委員から一身上の

都合による辞職願があったところであります。 

 しかし、先日、残念ながら突然の訃報を受け、この場をおかりし、慎んで御冥福をお祈

り申し上げたいと思います。 
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 つきましては、教育委員会委員の選任について、議会の同意を求めるものであります。 

 次に、議案第５６号から議案第７９号までの２４議案につきましては、平成２８年度紀

の川市各会計決算等について、地方自治法及び地方公営企業法の規定に基づき、それぞれ

議会の認定に付するものであります。 

 次に、議案第８０号は、工事請負契約締結に係る案件であります。 

 また、議案第８１号は、第２次紀の川長期総合計画基本構想の制定に係る案件でありま

す。 

 続きまして、条例に関する議案になります。 

 議案第８２号から議案第８７号までの６議案で、主なものを申し上げますと、平成３０

年度に実施予定の組織改革に係る紀の川市行政組織条例、また和歌山電鐵貴志駅駐輪場に

関係する紀の川市自転車駐車場条例の一部改正、さらには紀の川市個人情報の保護に関す

る条例及び紀の川市情報公開条例の一部を改正する条例等の制定など、それぞれ所要の必

要性が生じたため、議会の議決を求めるものでございます。 

 次に、議案第８８号から議案第１０７号までの２０議案については、平成２９年度各会

計における補正予算に係るもので、事業執行上緊急を要する事業や事業執行における過不

足の調整などを中心に所要の措置をお願いするものであります。 

 最後に、議案第１０８号は、和歌山県市町村総合事務組合において規約の変更を行う必

要が生じたことにより、関係地方公共団体の協議を経て、総務大臣の許可を受けるため、

議会の議決を求めるものであります。 

 以上、議案の概要を説明申し上げましたが、引き続き、担当部長から詳細説明をいたし

ますので、何とぞ御審議の上、御賛同賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（竹村広明君） 続いて、補足説明を求めます。 

 市民部長 尾上之生君。 

○市民部長（尾上之生君）（登壇） おはようございます。 

 それでは、議案書１ページ、諮問第２号から議案書５ページ、諮問第６号までの５件に

つきまして、人権擁護委員候補者の推薦について、一括して御説明させていただきます。 

 今回、人権擁護委員５名が、平成２９年１２月３１日任期満了となることに伴い、人権

擁護委員法第６条第３項の規定により議会の意見を求めるものでございます。 

 議案書１ページ、諮問第２号につきましては、住所、紀の川市枇杷谷３６９番地２、氏

名、山
やま

田
だ

和
かず

枝
え

、昭和２９年１月２８日生まれ、新任でございます。 

 議案書２ページ、諮問第３号につきましては、住所、紀の川市名手市場６７０番地、氏

名、木村
き む ら

隆夫
た か お

、昭和２２年５月１１日生まれ、再任でございます。 

 議案書３ページ、諮問第４号につきましては、住所、紀の川市桃山町善田６４７番地、

氏名、若林
わかばやし

春
はる

紀
き

、昭和３１年９月２８日生まれ、新任でございます。 

 議案書４ページ、諮問第５号につきましては、住所、紀の川市貴志川町丸栖６４８番地、

氏名、道本
どうもと

雅
まさ

宏
ひろ

、昭和２１年１２月１日生まれ、再任でございます。 
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 議案書５ページ、諮問第６号につきましては、住所、紀の川市貴志川町井ノ口９４８番

地１、氏名、西
にし

田
だ

好
よし

宏
ひろ

、昭和２８年５月２３日生まれ、再任でございます。 

 なお、任期につきましては、法務大臣が委嘱した日から３年となってございます。 

 各委員候補者の略歴等につきましては、別冊の議案資料１ページから５ページに掲載し

てございますので、ごらんおきのほどお願い申し上げます。 

 以上、諮問第２号から諮問第６号につきまして、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（竹村広明君） 教育部長 稲垣幸治君。 

○教育部長（稲垣幸治君）（登壇） 議案第５５号 教育委員会委員の任命について、補

足説明をさせていただきます。 

 議案書６ページをお開きください。 

 下記の者を紀の川市教育委員会委員に任命したいから、地方教育行政の組織及び運営に

関する法律第４条第２項の規定により議会の同意を求めるものでございます。 

 住所、紀の川市貴志川町前田２１２番地、氏名、中
なか

西
にし

啓
けい

子
こ

、昭和２８年４月１５日生ま

れでございます。教育委員の大
おお

成
なる

秀
ひで

明
あき

氏の逝去に伴い、新委員の任命について議会の同意

を求めるものでございます。 

 議案資料の６ページに略歴を載せさせていただいておりますので、御高覧ください。 

 なお、任期につきましては、同意の日にから大成委員の残任期間である平成３２年１月

２７日までとなっております。 

 以上、御審議の上、御決可決賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（竹村広明君） 会計管理者 浅野徳彦君。 

○会計管理者（浅野徳彦君）（登壇） おはようございます。 

 私のほうから、議案書７ページ、議案第５６号 平成２８年度紀の川市一般会計歳入歳

出決算の認定についてから、議案書２８ページ、議案第７７号 平成２８年度紀の川市平

池財産区特別会計歳入歳出決算の認定についてまでの２２議案につきまして、一括して提

案説明をさせていただきます。 

 なお、平成２８年度の紀の川市各会計の歳入歳出決算につきましては、去る８月３日か

ら８月８日までの間で決算審査を受けておりまして、地方自治法第２３３条第３項の規定

に基づき、監査委員の意見をして議会に上程させていただいてございます。 

 これから、会計ごとに説明をさせていただきたいと存じますが、何分会計数が多くなっ

てございますので、平成２８年度紀の川市一般会計歳入歳出決算書及び平成２８年度紀の

川市特別会計・公営企業会計歳入歳出決算書に添付いたしております「平成２８年度決算

主要施策の成果その他の報告書」により説明をさせていただきたいと存じます。 

 それでは、早速でございますが、平成２８年度決算主要施策の成果その他の報告書、１

ページ及び２ページの平成２８年度会計別決算収支の状況をごらんください。 

 一般会計につきましては、歳入歳出総額３０５億５，７３７万４，９８７円に対しまし

て、歳出総額は２９９億３５６万８，０２８円で、歳入歳出差し引き額は６億５，３８０
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万６，９５９円となってございます。 

 また、平成２９年度へ繰り越しいたしました事業に充当する財源５，００６万１，００

０円を差し引きいたしました実質収支は、６億３７４万５，９５９円となってございます。 

 以下、住宅新築資金等貸付事業特別会計から平池財産区特別会計までの２１の特別会計

の実質収支につきましても、黒字もしくはプラス・マイナス・ゼロというふうになってご

ざいます。金額につきましては、そちらのほうは後ほどごらんおきいただければと存じま

す。 

 続きまして、３ページ、４ページの平成２８年度会計別歳入歳出決算の状況をごらんく

ださい。 

 一般会計の歳入でございますが、翌年度に繰り越しとなりました事業に充当する国庫支

出金、市債等がございますので、予算現額に対する歳入決算額の収入率は９７．２％とな

ってございます。 

 一方、歳出でございますが、各種目におきまして適切な予算執行に努めたこと。１５の

事業を平成２９年度に繰り越したことによりまして、予算現額に対する歳出決算額の執行

率は９５．１％となってございます。 

 次に、５ページ、６ページの地方債の状況をごらんください。 

 ５ページの一般会計につきましては、平成２８年度の発行額２４億６，１１０万円に対

しまして、償還額は繰り上げ償還も含めまして５４億２２８万５，０００円で、平成２８

年度末現在高は、前年比で２９億４，１１８万５，０００円減少いたしまして、３２４億

９，８１８万４，０００円となってございます。なお、平成２８年度借り入れ分につきま

しては、合併特例債をはじめとし、全てが後年度におきましても普通交付税に算入される

起債となってございます。 

 また、６ページの特別会計でございますが、平成２８年度の発行額につきましては、公

共下水道事業特別会計が３億２７０万円、簡易水道事業特別会計が４億４，５１０万円と

なってございます。 

 ９ページ、１０ページをごらんください。 

 普通会計の状況を記載してございます。 

 紀の川市の普通会計は、一般会計、住宅新築資金等貸付事業特別会計、土地取得事業特

別会計の３会計で構成されてございます。 

 ここで、平成２８年度決算収支の特徴につきまして、説明をさせていただきます。 

 平成２８年度は、紀の海クリーンセンターの建設及び周辺整備、竜門小学校の校舎等の

改築、市民プールの建設等、大規模な建設事業が完了いたしましたことによりまして、普

通建設事業費や補助費等は前年度と比較いたしまして、大幅な減額となってございます。 

 地方財政状況調査によります歳入総額は、前年比で５．８％減の３０５億７，１９１万

円１，０００円、また歳出総額は、前年比で５．４％減の２９９億１，４９６万７，００

０円となってございます。 
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 収支の状況につきましては、実質収支は６億６８８万３，０００円の黒字、単年度収支

が１億３，５４９万７，０００円の赤字となってございますが、実質単年度収支は２億５，

２８２万９，０００円の黒字となってございます。 

 以上のことから、平成２８年度の決算につきましては良好であるものと考えてございま

す。 

 ただし、１０ページ右下の将来にわたる財政負担の表にもございますように、財政調整

基金をはじめとする各種積立金の現在高が、昨年度がら１０億５，７３４万９，０００円

減少しておりまして、前年比で９．４％の減となってございます。 

 また、平成２８年度から普通交付税の一本算定に向けて逓減が始まっておりまして、今

後は交付額の減額が少なからず生じてまいります。これらを考慮した上で、今後の収支見

通しに注意を払いながら、持続可能な財政運営を目指してさらなる行財政改革に取り組ま

なければならないと考えてございます。 

 続きまして、１１ページ、１２ページの歳入の状況をごらんください。 

 地方税につきましては、決算額が前年比１億１６６万円増の６４億９，９９５万１，０

００円で、率にして１．６％の増となってございます。主な要因といたしましては、法人

市民税の法人税割額が、主要法人の業績が好調であったということにより約６，０００万

円、また軽自動車税が税率の改正がございまして、それにより約３，７００万円が増収と

なったことによるものでございます。 

 次に、６の地方消費税交付金でございますが、前年比１億１，９０５万４，０００円減

の９億５，６１７万９，０００円で、率にして１１．１％の減となってございます。これ

につきましては、税率改正後の消費が停滞していることが要因ではないかというふうに考

えてございます。 

 次、１０の地方交付税でございます。前年比１億３，０１７万３，０００円減の１１１

億５，２２６万９，０００円で、率にして１．２％の減となってございます。主な要因と

いたしましては、先ほども申し上げましたが、普通交付税が一方算定に向けて逓減が平成

２８年度から始まったことによるというものでございます。 

 なお、普通交付税は、平成２８年度から平成３２年度までの５年間、合併算定替による

旧５町ベースの算定額の合計から、市として本来交付されるべき算定額を差し引いた差額

分につきまして、平成２８年度は１割、平成２９年度は３割、平成３０年度は５割、平成

３１年度は７割、平成３２年度は９割というふうに、段階的に縮減をされていくというこ

とになるものでございます。平成３３年度からは、市として本来交付されるべき交付額、

いわゆる一方算定額となりまして、これによる縮減額は１１億円程度になるのではないか

というふうに予測してございます。 

 次に、１５の国庫支出金は、前年比６億９，３０３万９，０００円減の３１億５，７４

９万５，０００円で、率にして１８．０％の減となってございます。主な要因といたしま

しては、道路事業等の完了に伴う社会資本整備総合交付金などが減額となったということ
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によるものでございます。 

 １６の県支出金でございますが、前年比２億４，１００万９，０００円増の２１億５，

０８６万３，０００円で、率にして１２．６％の増となってございます。こちらにつきま

しては、国の補正予算に伴う地籍調査事業負担金等が増額となったことによるものでござ

います。 

 １８の寄附金は、前年比６，９３７万５，０００円の大幅増で、１億２１５万４，００

０円となってございます。平成２８年１月から開始いたしましたふるさと寄附金に、多く

の寄附をいただいたということにより増収となったものでございます。 

 ２１の諸収入のうち、貸付金元利収入でございますが、前年比７億９，９８０万２，０

００円減の２，４０７万４，０００円、率にして９７．１％の減となってございます。要

因といたしましては、土地開発公社経営支援資金貸付金を長期貸し付けに切りかえたこと

により、大幅な減額となったものでございます。 

 ２２の地方債は、前年比１７億８，３３０万円減の２４億６，１１０万円の借り入れで、

率にして４２％と大幅な減となってございます。収支の特徴でも御説明をいたしましたが、

主に紀の海クリーンセンターの建設及び周辺整備、竜門小学校の校舎等の改築、市民プー

ルの建設等、大規模な建設事業が完了したことなどが減額の要因となってございます。 

 以上が、歳入に関する説明でございます。 

 続きまして、１５ページ、１６ページの性質別歳出の状況をごらんください。 

 １の人件費は、前年比８，８２７万５，０００円減の４５億１，６３４万３，０００円

で、率にして１．９％の減となってございます。主な要因といたしましては、職員数が普

通会計ベースで２１名減少したことによるものでございます。 

 ５の補助費等は、前年比８億６，８３２万１，０００円減の３２億４，７５５万１，０

００円で、率にして２１．１％の減となってございます。主な要因といたしましては、紀

の海クリーンセンター建設に伴う広域施設組合への負担金の減及び国体実行委員会への補

助金の分が皆減、全て減額となったいうことによるものでございます。 

 次に、６の公債費は、前年比８億９，８０１万３，０００円増の５７億１，８３１万８，

０００円で、率にして１８．６％の増となってございます。こちらにつきましては、民間

金融機関から借り入れておりました利率が２％以上の地方債の一部を繰り上げ償還したこ

とにより、大幅な増額となったものでございます。なお、繰り上げ償還につきましては、

平成２８年度、平成２９年度の２年間行う予定でございました。 

 ８の投資及び出資金・貸付金は、主に土地開発公社経営支援資金貸付金の減額により、

２億８，９８０万１，０００円減の５億２，９０９万４，０００円で、率にして３５．

４％の減となってございます。 

 １１の投資的経費でございますが、前年比１９億８，０５５万２，０００円と、大幅減

の２７億１，４０８万７，０００円で、率にして４２．２％の減となってございます。こ

ちらは、再三申し上げてございますが、紀の海クリーンセンターの建設関連事業の完了、
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竜門小学校校舎等改築事業や市民プール建設事業等の大規模な建設事業が完了したことが、

その要因となってございます。 

 以上が、性質別支出の主な内容でございます。 

 続きまして、１７ページの基金の状況をごらんください。 

 条例に基づきまして設置してございます全会計分の基金の状況につきまして、平成２７

年度末現在高から平成２８年度末現在高までの推移について記載してございます。 

 普通会計では、土地開発公社への貸付金を短期から長期に変更したことや減債基金を利

用して、地方債の繰り上げ償還を行ったことなどにより、平成２７年度末に比べ１０億５，

６６８万４，７６７円減少し、平成２８年度末の現在高は１０８億８，７３４万５，１３

６円となってございます。 

 一般会計、普通会計を中心といたしました決算状況の説明につきましては、以上でござ

います。 

 なお、２０ページ以降には、各会計の歳入歳出ごとの款項目における決算の状況を、歳

入につきましては収納実績に関する科目の予算現額、収入済み額、事業等実施内容。支出

につきましては、予算現額、支出済み額、事業等実施内容をそれぞれに担当課説明を付し

て記載してございます。 

 次に、平成２８年度健全化判断比率及び資金不足比率の状況について、説明をさせてい

ただきます。 

 これは、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、健全化判断比率及び資金

不足比率を監査委員の審査に付した上で議会に報告し、公表しなければならないとされて

いるものでございます。別添の「平成２８年度健全化判断比率及び資金不足比率報告書」

をごらんください。 

 まず、健全化判断比率でございますが、これは実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質

公債費比率及び将来負担比率の四つの財源手法の総称でございます。この健全化判断比率

のいずれかが一定基準以上となった場合には、財政健全化計画を策定し、財政の健全化を

図らなければなりませんが、本決算におきましては、いずれの比率も早期健全化基準を下

回ってございます。 

 次に、資金不足比率でございますが、こちらのほうもいずれの会計におきましても資金

不足が生じてございません。 

 提案説明は、以上でございます。 

 最後に、本市各会計の財政は大変厳しい状況ではございますが、監査委員から提出され

た審査結果を真摯に受けとめ、さらるな財政運営の健全化に努めてまいる所存でございま

す。本決算につきまして、御審議の上、認定くださいますようお願い申し上げますととも

に、今後とも御指導、御鞭撻のほどよろしくお願いを申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（竹村広明君） 水道部長 溝上卓史君。 
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○水道部長（溝上卓史君）（登壇） おはようございます。 

 それでは、議案第７８号及び議案第７９号の２議案について、御説明させていただきま

す。 

 まず、議案第７８号 平成２８年度紀の川市水道事業会計における水道事業剰余金の処

分及び決算の認定についてを御説明申し上げます。 

 議案書の２９ページでございます。 

 地方公営企業法第３２条第２項の規定により、平成２８年度紀の川市水道事業剰余金の

処分について議会の議決を求めるとともに、同法第３０条第４項の規定により、平成２８

年度紀の川市水道事業会計決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付するもので

ございます。 

 特別会計・公営企業会計歳入歳出決算書の２１２ページからをごらんください。 

 ２１２ページから２１５ページまでは、税込みによる決算の状況で、２１２ページ、２

１３ページは収益的収入及び支出を、２１４ページ、２１５ページは、資本的収入及び支

出を示しており、予算計上に伴う決算の状況でございます。 

 ２１５ページの決算額をごらんください。 

 上段、資本的収入では、税込み諸収入が２億３，０２６万３１６円で、下段、資本的支

出では、総支出は７億３，０３８万１０７円で、資本的収支不足額５億１１万９，７９１

円の補填方法は、表の下に表示しているとおり、当年度分消費税及び地方消費税資本的収

入調整額、過年度分損益勘定留保資金で補填をいたしました。 

 続きまして、２１６ページ、平成２８年度紀の川市水道事業損益計算書をごらんくださ

い。 

 収益的収入及び支出の税抜き経理の状況でありまして、下から４行目、当年度純利益は

４，１１５万１，０８５円で、前年度に比べ８，３６０万８，６０４円の減となりました。

減額の主な要因は、営業収支が減になったことに加え、営業費用のうち原水及び浄水費と

受託工事費が前年度より増加となったことが原因となっております。また、下から３行目

の前年度繰越金、繰越利益剰余金を合わせまして、当年度未処分利益剰余金は２億１，６

１５万６，５２２円となりました。 

 未処分利益剰余金の処分につきましては、２１７ページの下段の表（４）平成２８年度

紀の川市水道事業剰余金処分計算書（案）をごらんください。 

 剰余金の処分につきましては、議決事項となってございます。未処分利益剰余金は、当

年度末残高で２億１，６１５万６，５２２円となっており、このうち２，０００万円につ

きましては、減債積立金へ積み立てを行い、残りは翌年度へ繰り越すものとしてございま

す。 

 ２１９ページからは、貸借対照表で、２１９ページ、下から１４行目にございます資産

合計と２２０ページ、下から３行目、負債資本合計は合致してございます。 

 次に、現金預金の状況ですが、２１９ページの中段の２、流動資産をごらんください。 
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 （１）現金預金としては、２２億９，６１１万３，９７０円でございます。 

 ２２１ページからは、決算の附属書類となっております。 

 ２２３ページの業務実績をごらんください。 

 現在、給水人口は、前年度と比べ７５４人の減となっており、自然減となっております。

また、排水量並びに給水量については、近年の傾向どおり減少となっております。 

 その他の資料につきましては、後ほどごらんおきいただきますようお願いいたします。 

 議案第７８号については、以上でございます。 

 次に、議案第７９号 平成２８年度紀の川市工業用水道事業会計における工業用事業剰

余金の処分及び決算の認定について、御説明申し上げます。 

 議案書の３０ページでございます。 

 本会計についても、地方公営企業法３２条第２項の規定により、平成２８年度紀の川市

工業用水道事業剰余金の処分について議会の議決を求めることとともに、同法第３０条第

４項の規定により、平成２８年度紀の川市工業用水道事業会計決算を別紙監査委員の意見

をつけて議会の議決に付するものでございます。 

 特別会計・公営企業会計歳入歳出決算書の２４９ページからをお開きください。 

 ２４９ページから２５２ページまでは、税込みによる決算の状況で、２４９ページ、２

５０ページは、収益的収入及び支出を、２５１ページ、２５２ページでは、資本的収入及

び支出を示しており、予算計上に伴う決算の状況でございます。 

 ２５２ページをごらんください。 

 上段、資本的収入の決算額は０円、下段、資本的支出の決算額は２，１７１万４，４３

４円で、資本的収入不足額２，１７１万４，４３４円の補填方法は、表の下に表示してい

るとおり、過年度分損益勘定留保資金、減債積立金で補填をいたしました。 

 続きまして、２５３ページ、平成２８年度紀の川市工業用水道事業損益計算書をごらん

ください。 

 収益的収入及び支出の税抜き経理の状況であります。下から４行目、当年度純利益は７

７５万８，４１９円です。また、下から３行目の前年度繰越利益剰余金、下から２行目に

その他未処分利益剰余金変動額と合わせまして、当年度未処分利益剰余金は３，６０４万

６，２４９円となりました。 

 未処分利益剰余金の処分につきましては、２５４ページの下段、（４）平成２８年度紀

の川市工業用水道事業剰余金処分計算書（案）をごらんください。 

 剰余金の処分につきましては、議決事項となってございます。未処分利益剰余金は、当

年度残高で３，６０４万６，２４９円となっており、このうち５００万円について減債積

立金へ積み立てを行い、また当年度において資本的収支不足額の補填に使用した減債積立

金１，１００万８７円については、資本金に組み入れを行い、残りは翌年度へ繰り越すも

のとしてございます。 

 ２５６ページからは貸借対照表で、２５６ページ、下から１１行目にございます資産合
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計と２５７ページ、下から３行目、負債資本合計は合致してございます。 

 工業用水道事業会計における現金預金の状況ですが、２５６ページの中段、２、流動資

産（１）現金預金の欄をごらんください。平成２８年度末残高は１億２，３９３万１，７

８１円で、対前年度比較は２７万３，１７６円の減でございます。 

 ２５８ページからは、決算附属書類となっております。後ほどごらんおきいただきます

ようお願いいたします。 

 議案第７９号については、以上でございます。 

 以上、２議案について、御審議の上、御可決、御認定賜りますようよろしくお願い申し

上げます。 

○議長（竹村広明君） 市民部長 尾上之生君。 

○市民部長（尾上之生君）（登壇） それでは、議案書３１ページ、議案第８０号 工事

請負契約の締結について、御説明を申し上げます。 

 平成２９年８月２日、紀の川市財務規則第１０８条第２項の規定に基づき、条件つき一

般競争入札に付した那賀アメニティセンター既設解体工事につきまして、請負契約を締結

するため議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第２条の規定

により、議会の議決を求めるものでございます。 

 １、契約の目的は、那賀アメニティセンター施設解体工事でございます。２、契約の方

法は、条件つき一般競争入札による契約で、３、契約の金額は、金３億１，２１２万円で

ございます。４、契約の相手方は、和歌山県紀の川市貴志川町岸宮１４１５、三陽建設株

式会社代表取締役 前窪 武でございます。 

 提案理由といたしまして、平成２９年度一般会計当初予算で議決を得ました那賀アメニ

ティセンター施設解体工事について、８月２日紀の川市本庁舎５階５０１会議室において、

１社による条件つき一般競争入札を行ったところ、議案記載のとおり決まりましたので、

請負契約締結の議決を求めるものでございます。 

 入札結果一覧につきましては、別冊の議案資料７ページに掲載してございますので、ご

らんおきいただきたいと思います。 

 以上、御審議よろしくお願い申し上げます。 

○議長（竹村広明君） 企画部長 森本浩行君。 

○企画部長（森本浩行君）（登壇） 議案第８１号から議案第８３号までの３議案につい

て、御説明申し上げます。 

 議案書の３２ページをごらんください。 

 議案第８１号 第２次紀の川市長期総合計画基本構想の制定についてでございます。 

 提案理由としまして、紀の川市における総合的かつ計画的な行政の運営を図るため、平

成３８年度を目標年次とします第２次紀の川市長期総合計画基本構想を制定するものでご

ざいます。 

 ３４ページをごらんください。 
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 計画策定の趣旨としまして、今後も予想されます新たな課題や社会情勢の変化に対応す

べく将来における本市のあるべき姿と進むべき方向性についての基本的な指針として、平

成３０年度を初年度とします長期総合計画を策定するとしております。 

 次に、このページから３５ページにかけての計画策定の観点でございますが、本市の地

域特性を生かした計画づくり、わかりやすい計画づくり、市民ニーズを反映した計画づく

り、実現性・実効性の高い計画づくり、個別計画の方向性と整合を図った計画づくりの五

つの観点を大切にして策定しております。 

 次に、３６ページをごらんください。 

 計画の構成と期間ですが、構成につきましては、基本構想、基本計画、実施計画で構成

しております。それぞれの計画期間ですが、基本構想は、平成３０年度を初年度とした９

年間とし、基本計画は、前期を５年間、後期を４年間としております。実施計画は、計画

期間を３年間とし、毎年度の予算化の中で事業実施を図ることとしております。 

 次に、３７ページから４２ページにかけまして、第２次紀の川市長期総合計画の背景と

いたしまして、社会環境の変化、紀の川市の魅力、紀の川市の現状と課題を整理しており

ます。 

 次に、４３ページをごらんください。 

 基本構想でございます。紀の川市の将来像につきましては、外部委員で構成する長期総

合計画審議会、市民ワークショップなど多くの時間と課程、多くの参加者からの御意見を

もとに、取り巻く環境の変化や当市の現状を踏まえた上で、紀の川市の魅力を生かし、市

民と行政が力を合わせて、ともに目指す将来像を人が行き交い、自然の恵みあふれる住み

よいまちとしております。 

 次に、４４ページから４６ページには、将来像の実現に向けて、「五つの分野のまちづ

くり」の目標を掲げております。 

 まず、一つ目の「安全・安心」の分野でございますが、まちづくりの目標を安心して健

やかちに暮らせるまち、ともに支え合おうとしております。二つ目の「子育て・教育」の

分野でございますが、まちづくりの目標を育み、学ぶ元気なまち、ともに育み生涯学ぼう

としております。 

 ４５ページをごらんください。 

 三つ目の「産業・交流」の分野でございます。まちづくりの目標を、交流と活気が生ま

れるまち、ともに生きがいを持とうとしております。四つ目の「都市基盤・生活環境」の

分野でございますが、まちづくりの目標を、快適で環境と調和するまち、ともに自然と生

きようとしております。 

 ４６ページをごらんください。 

 五つ目の「地域づくり・行政経営」の分野でございますが、まちづくりの目標を、健全

で自立したまち、ともに参加しようとしております。 

 次に、４８ページをごらんください。 
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 基本構想に掲げる将来像の実現に向けて、市民と行政が協働するまちづくり、地域活力

の維持に向けた取り組み、効率的で効果的な行政運営の三つの視点を組織横断的、施策横

断的に意識しての取り組みを進めていくとしております。 

 次に４９ページから５０ページをごらんください。 

 将来人口として、平成２７年度に設定しました紀の川市まち・ひと・しごと創生人口ビ

ジョンにおける将来展望人口の推計値を用いて、本計画期間の最終年度であります平成３

８年度の目標人口を約６万人と設定しております。 

 次に、議案書の５１ページをごらんください。 

 議案８２号 紀の川市行政組織条例の一部改正について、御説明申し上げます。 

 今回の改正は、平成３０年４月の組織機構改革に伴い、所要の改正を行うものでござい

ます。 

 ５２ページをごらんください。 

 第１条の設置では、地域振興部を総務部に統合し、保健福祉部を福祉部に名称変更し、

上下水道部を新設しております。 

 次に、このページから５４ページにかけての第２条の改正につきましては、機構改革に

伴い、各部の主な事務分掌を改正しております。 

 附則としまして、この条例は、平成３０年４月１日から施行するものでございます。 

 次に、議案書の５６ページをごらんください。 

 議案第８３号 紀の川市自転車駐車場条例の一部改正について、御説明申し上げます。 

 ５７ページをごらんください。 

 今回の改正は、貴志駅前に観光交流拠点を整備することに伴い、喜志駅第１自転車駐車

場を廃止し、貴志駅第２自転車駐車場を貴志駅自転車駐車場に改正するものでございます。 

 また、地籍調査の成果により、粉河駅第１自転車駐車場、紀伊長田駅自転車駐車場、甘

露寺前自転車駐車場の位置を改正するものでございます。 

 附則としまして、この条例は、公布の日から施行するものでございます。 

 以上、御審議お願い申し上げます。 

○議長（竹村広明君） 総務部長 金岡哲弘君。 

○総務部長（金岡哲弘君）（登壇） 議案第８４号から議案第８６号の３議案について、

御説明申し上げます。 

 それでは、議案書５９ページをごらんください。 

 議案第８４号 紀の川市個人情報の保護に関する条例及び紀の川市情報公開条例の一部

を改正する条例の制定についてであります。 

 本議案につきましては、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律の一部及び行政機関等

の保有する個人情報の適正かつ効果的な活用による新たな産業の創出並びに活力ある経済

社会及び豊かな国民生活の実現に資するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、
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所要の改正を行うものでございます。 

 主な改正につきましては、まず、議案書６０ページから６３ページの紀の川市個人情報

の保護に関する条例の一部改正をごらんください。 

 ２条第２号では、個人情報についての定義の明確化を行っております。 

 次のページをごらんください。 

 ２条第３号では、新たに個人識別符合についての定義を行っております。 

 ２条第４号においても、新たに要配慮、個人情報についての定義を行っております。 

 続きまして、７条第２項、１６条第３項、６２ページの第１７条第２号、さらには６３

ページの第１８条第２項は、第２条の定義の改正に伴う字句の整理でございます。 

 次に、議案書６３ページから６５ページの紀の川市情報公開条例の一部改正をごらんく

ださい。 

 ２条第２号、６４ページの６条第１号、６５ページの７条第２項の改正は、紀の川市個

人情報保護に関する条例の一部改正における個人情報の定義の明確化等に伴い、同様の改

正を行うものでございます。 

 附則といたしましては、この条例は、公布の日から施行するものでございます。 

 続きまして、議案書６６ページをごらんください。 

 議案第８５号 職員の自己啓発等休業に関する条例の一部改正についてであります。 

 本議案につきましては、学校教育法の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、条

ずれする引用条文を適用するため、６７ページに記載のとおり、条例の一部を改正するも

のであります。 

 附則といたしまして、この条例は、平成３１年４月１日から施行するものでございます。 

 続きまして、議案書６８ページをごらんください。 

 議案第８６号 紀の川市諸収入金督促手数料及び延滞金徴収条例の一部改正についてで

あります。 

 本議案につきましては、地域の自主性及び自律性を高めるための改革の推進を図るため

の関係法律の整備に関する法律が公布され、地方自治法の一部が改正されることに伴い、

字句の改正を行うため、６９ページに記載のとおり条例の一部を改正するものでございま

す。 

 附則といたしまして、この条例は、平成３０年４月１日から施行するものでございます。 

 以上、議案第８４号から議案第８６号の説明でございます。御審議のほどよろしくお願

いいたします。 

○議長（竹村広明君） 危機管理部長 中浴哲夫君。 

○危機管理部長（中浴哲夫君）（登壇） 危機管理部より、議案第８７号 紀の川市地域

防災計画に定める大規模工場等の用途及び規模の基準に関する条例の制定につきまして、

説明申し上げます。 

 議案書７０ページをお願いいたします。 
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 本条例では、水防法及び河川法の一部を改正する法律が公布され、水防法の一部改正が

施行されましたことや、またその後に発生した豪雨等により、浸水想定区域の大幅な見直

しに伴いまして必要な事項を定めるものでございます。 

 ７１ページをごらん、お願いします。 

 水防法の一部改正に伴いまして、紀の川市地域防災計画に定める大規模工場等の用途及

び規模の基準に関する条例を制定するものでございます。 

 第１条、趣旨につきましては、水防法第１５条の該当の規定に基づき、浸水想定区域内

にある大規模な工場その他の施設で、当該施設の所有者または管理者からの申し出が合っ

た場合に、紀の川市地域防災計画に当該施設の名称及び所在地を定めるものの用途及び規

模を定めるものでございます。 

 第２条、用途及び規模につきましては、水防法の条例で定められております３尺基準を

もとに、用途は工場、作業場、または倉庫と定めまして、規模は延べ面積が１万平方メー

トル以上のものと規定するものでございます。 

 附則といたしまして、この条例の施行期日は、公布の日から施行するものでございます。 

 以上、御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（竹村広明君） ここで、しばらく休憩いたします。 

（休憩 午前１０時３３分） 

――――――――――――――― 

（再開 午前１０時４９分） 

○議長（竹村広明君） 再開いたします。 

 休憩前に引き続き、会議を続けます。 

 企画部長 森本浩行君。 

○企画部長（森本浩行君）（登壇） 議案書の７２ページをごらんください。 

 議案第８８号 平成２９年度紀の川市一般会計補正予算（第２号）について、地方自治

法第２１８条第１項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

 表題に、「補正予算書」と書いている別冊の１ページをごらんください。 

 第１条として、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１２億５，３０９万円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３０７億７，４５９万５，０００円とするもので

ございます。 

 第２条は、債務負担行為の補正。 

 第３条は、地方債の補正に係る規定でございます。 

 ２ページをごらんください。 

 第１表、歳入では、市税、地方消費税交付金、地方特例交付金、地方交付税、国庫支出

金、県支出金、繰入金、繰越金、諸収入、市債を増額しております。 

 続きまして、３ページの歳出につきましては、事業執行上、急を要する事業について補

正措置をしております。 



平成２９年第３回紀の川市議会定例会会議録（第１号） 平成２９年８月３１日 

 

－21－ 

 ４ページをごらんください。 

 第２表、債務負担行為補正として、２件を追加するものでございます。まず、し尿収集

車購入としまして、期間は平成２９年度から平成３０年度、限度額は１，５００万円でご

ざいます。 

 次に、荒川中学校仮設教室賃借として、期間は、平成３０年度から平成３１年度、限度

額は２，７００万円でございます。 

 ５ページ、６ページをごらんください。 

 第３表、地方債補正として、社会福祉施設整備事業、水道事業会計出資金、公共土木施

設災害復旧事業を追加し、総務管理施設整備事業、中学校施設整備事業、臨時財政対策債

の限度額を変更しております。 

 それでは、別冊の一般会計補正予算（第２号）に関する説明書の３ページをごらんくだ

さい。 

 歳入の主な補正内容を御説明申し上げます。 

 １款、２項、固定資産税につきましては、当初賦課により２，０００万円増額しており

ます。 

 ６款、地方消費税交付金は、１億円増額しております。 

 １０款、地方交付税は、普通交付税の算定により１億８，０９８万６，０００円を増額

しております。なお、本年度の普通交付税額は９９億９，０９８万６，０００円で、前年

度と比較して１．７％の減となっております。 

 ４ページをごらんください。 

 １５款、２項、２目、民生費県補助金、１節、社会福祉費補助金、地方改善施設整備費

補助金２，２６２万５，０００円の増額は、古和田会館に設置するエレベーターに係る補

助金でございます。 

 ５ページをごらんください。 

 １８款、１項、１目、特別会計繰入金、２節、国民健康保険事業勘定特別会計繰入金を

１億４，９９９万９，０００円増額しております。 

 １９款、繰越金は、平成２８年度決算額確定により、５億５，３７４万５，０００円の

増額としております。 

 ２０款、５項、１目、雑入、１節、雑入のうち、一部事務組合負担金、前年度精算金を

８，０２６万５，０００円増額しております。 

 ７ページをごらんください。 

 歳出は、国県支出金、返還金を除く主な事業について御説明申し上げます。 

 ２款、１項、６目、財産管理費、旧分庁舎解体整備事業１，６００万円の増額、旧貴志

川分庁舎内に設置していますエレベーターの改修に係る経費を増額するものでございます。 

 ２款、１項、１７目、基金費、基金積立事業のうち、減債基金積立金３億２００万円の

増額は、地方財政法第７条の規定に基づき、前年度決算剰余金の２分の１以上の額を積み
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立てするものでございます。また、今後において公共施設の更新等を行う場合の財源とし

て、公共施設等整備基金に５億円を積み立てるものでございます。 

 ２款、３項、１目、戸籍住民基本台帳費、住民基本台帳事業８５３万２，０００円の増

額、マイナンバーカード等の記載事項の充実に関する法改正に基づき、システム改修に要

する経費を増額するものでございます。 

 ８ページをごらんください。 

 ３款、１項、１０目、人権推進費、隣保館運営事業３，３２３万２，０００円の増額、

古和田会館の利便性向上のため、エレベーターを新たに設置するものでございます。 

 ９ページをごらんください。 

 １３目、地域包括支援センター費、地域包括支援センター運営事業３，４７２万円の減

額、地域支援事業交付金交付要綱の一部改正により交付金対象となったことから、所要の

経費を介護保険事業勘定特別会計へ組み替えするものでございます。 

 １０ページをごらんください。 

 ３款、２項、１目、児童福祉総務費、地域子育て支援拠点事業１，０１８万９，０００

円の増額、打田地域に開設される私立の地域子育て支援センターの開設準備及び運営に係

る委託料と施設整備に係る補助金を増額するものでございます。 

 １１ページをごらんください。 

 ６目、児童福祉施設費、私立保育園運営事業１，６８３万２，０００円の増額、打田地

域に開設される私立の小規模保育事業所が実施する保育サービスに係る地域型保育給付費

を増額するものでございます。 

 １２ページをごらんください。 

 ４款、１項、７目、水道事業費、水道事業出資金２，１１０万円の増額、上水道安全対

策事業として、水道事業会計で実施する地震発生時等に必要な水を配水池に確保するため

の緊急遮断弁の設置に係る経費の一部について、出資金として予算措置をするものでござ

います。 

 １３ページをごらんください。 

 １０款、２項、２目、教育振興費、児童就学援助事業２５４万５，０００円の増額及び

次のページの３項、２目、教育振興費、生徒就学援助事業７４２万４，０００円の増額は、

要保護及び準要保護児童生徒就学援助費について、国の基準改正に準じて行う新入学児

童・生徒学用品等の単価改正及び小・中学校への入学年度開始前の支給に伴う経費を増額

するものでございます。 

 ３目、学校建設費、荒川中学校舎等改築事業では、特別教室棟の代替え施設が必要にな

るため、仮設教室借上料を６，５００万円増額するものでございます。 

 １１款、２項、１目、公共土木施設災害復旧費、土木施設災害復旧事業３，５００万円

の増額、市道調月三和線において、道路のり面の崩壊が発生したことによる市道の災害復

旧に係る測量設計委託料を増額するものでございます。 
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 以上が、補正の主な内容でございます。御審議お願い申し上げます。 

○議長（竹村広明君） 建設部長 前田泰宏君。 

○建設部長（前田泰宏君）（登壇） それでは、建設部より、議案第８９号 平成２９年

度紀の川市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第１号）について、御説明申し上

げます。 

 別冊補正予算書７ページをごらん願います。 

 第１条として、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３１３万６，０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２，０８３万６，０００円とするものでございま

す。 

 補正内容につきましては、別冊説明書３ページをごらん願います。 

 歳入では、前年度繰越金の確定による調整でございます。 

 次に、４ページをごらん願います。 

 歳出につきましては、人件費の調整と一般会計への繰出金の増額を計上するものでござ

います。 

 以上、御審議よろしくお願い申し上げます。 

○議長（竹村広明君） 市民部長 尾上之生君。 

○市民部長（尾上之生君）（登壇） それでは、議案第９０号及び議案第９１号の２議案

につきまして、御説明申し上げます。 

 議案書は７４ページ及び７５ページでございます。 

 はじめに、議案第９０号 平成２９年度紀の川市国民健康保険事業勘定特別会計補予算

（第２号）について、別冊の補正予算書１０ページをお願いいたします。 

 平成２９年度紀の川市の国民健康保険事業勘定特別会計の補正予算（第２号）は、次に

定めるところによる。 

 第１条といたしまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２億１，３１６万２，

０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１０２億５，２１６万２，０

００円とするものでございます。 

 別冊の国民健康保険事業勘定特別会計補正予算（第２号）に関する説明書３ページの歳

入をお願いいたします。 

 保険税の当初賦課、また療養給付費等交付金の現年度及び前年度分の交付額がそれぞれ

確定したことによる所要の調整でございます。 

 まず、１款、国民健康保険税では、１目、一般被保険者保険税で１，８５０万円の増額。 

 ２目、退職被保険者等保険税で、３，１００万円の減額を。 

 ３款、国庫支出金では、１項、２目、介護納付金負担金で１，３７３万９，０００円の

減額。 

 ４目、後期高齢者支援金負担金で、３，１７７万４，０００円の減額を。 

 ４款、療養給付費等交付金では、２６８万３，０００円の減額。 
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 ５款、前期高齢者交付金では、６，４８９万９，０００円の減額。 

 ９款、繰入金では、４８７万３，０００円の減額。 

 そして、１０款、繰越金では、３億４，３６３万円の増額の補正をお願いするものでご

ざいます。 

 ６ページをお願いいたします。 

 歳出では、療養給付費負担金の前年度分精算に伴う国庫支出金返還金と平成２８年度税

率改正の激変緩和のための一般会計からの財政支援特別繰入金の返還に関する所要の予算

措置でございます。 

 ３款、１項、１目の後期高齢者支援金では、２９６万６，０００円の減額。 

 ６款、１項、１目の介護納付金では、６４３万９，０００円の減額。 

 １１款、諸支出金では、１項、５目、償還金で、７，２１１万５，０００円を増額。 

 また、２項、１目では、一般会計繰出金で１億４，９９９万９，０００円の増額。 

 １２款、１項、１目の予備費では、４５万３，０００円の増額の補正をお願いするもの

でございます。 

 続きまして、議案第９１号 平成２９年度紀の川市後期高齢者医療特別会計補正予算

（第１号）について、御説明いたします。 

 補正予算書の１３ページをお願いいたします。 

 平成２９年度紀の川市の後期高齢者医療特別会計の補正予算（第１号）は、次に定める

ところによる。 

 第１条といたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２，３４１万９，００

０円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１５億６３１万９，０００円とす

るものでございます。 

 別冊の後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）に関する説明書３ページの歳入をお

願いいたします。 

 前年度繰越金及び後期高齢者医療広域連合納付金が確定したとこによる所要の調整でご

ざいます。 

 １款、１項、１目、後期高齢者医療保険料で、２，０４２万８，０００円の増額。 

 ３款、１項、１目、一般会計繰入金で、２４６万６，０００円の増額。 

 ４款、１項、１目、繰越金では、５２万５，０００円の増額の補正をお願いいたします。 

 ４ページ、歳出でございますが、後期高齢者医療広域連合納付金の確定に伴い、２款、

１項、１目で、納付金２，３４１万９，０００円の増額補正をお願いするものでございま

す。 

 以上、議案第９０号及び議案第９１号の御説明でございます。御審議のほどよろしくお

願い申し上げます。 

○議長（竹村広明君） 保健福祉部長 上村敏治君。 

○保健福祉部長（上村敏治君）（登壇） それでは、議案書の７６ページ。 
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 議案第９２号 平成２９年度紀の川市介護保険事業勘定特別会計補正予算（第１号）に

ついて、提案説明申し上げます。 

 別冊の補正予算書の１６ページから１８ページになります。 

 平成２９年度紀の川市の介護保険事業勘定特別会計補正予算（第１号）は、次に定める

ところによる。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２億９１３万４，０００円を増額し、

歳入歳出それぞれ７０億７，０１３万４，０００円と定めるところの補正予算です。 

 補正の内容については、別冊の平成２９年度紀の川市介護保険事業勘定特別会計補正予

算に関する説明書、１ページから９ページになります。 

 今回の補正の内容は、一般会計で予算措置をしていた地域包括支援センター費が、国の

要綱が改正され、介護保険法の地域支援事業交付金の交付対象となったことにより、一般

会会計から介護保険事業勘定特別会計へ移行するもので、１０月以降の予算については組

み替えを、４月から９月までの一般会計執行済みとなる部分については、会計間の繰り出

し、繰り入れによって補助対象とするための補正とし、また平成２８年度に歳入された国

庫支出金、支払基金交付金、県支出金に対し決算による精算の結果、追加交付、あるいは

返還金が生じることとなったための補正が主な内容でございます。 

 それでは、５ページから９ページ、先に歳出のほうをお願いいたします。 

 ５ページの１款、１項、１目、一般管理費の共済費、賃金の補正は、臨時職員雇用に伴

うものです。 

 次に、５ページから７ページにかけての２款の保険給付費については、金額の補正はあ

りませんが、給付費の財源の補正による財源充当のみの補正となっております。 

 次に、７ページの３款、１項、１目の基金積立金は、前年度繰越金のうちから基金に積

み立てをするものです。 

 ７ページから８ページの４款、３項、１目の包括的支援事業費に計上している給料、職

員手当等及び共済組合負担金は、人事異動によるものであります。それ以外で、包括的支

援事業に計上している各項目は、概要でも申し上げたように、一般会計に計上していた地

域包括支援センター費が介護保険法の地域支援事業交付金の対象となったことにより、交

付金の対象とするため１０月以降分として新たに計上するものです。 

 次に、９ページの６款、１項、２目、償還金については、平成２８年度決算により精算

された国庫支出金及び県支出金を返還するものです。 

 最後に、６款、２項、繰出金については、４月以降９月分まで予算を組み替えるまでの

一般会計において支出された地域包括支援センター費相当分を一般会計に繰出金として支

出するための予算の計上です。 

 ３ページから４ページに戻っていただきまして、歳入になります。 

 ３款、国庫支出金については、歳出で計上した人件費や組み替え経費及び繰出金として

計上した地域包括支援センター費に対する地域支援事業交付金における国の負担割合、３
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９％に見合う国庫支出金の計上でございます。 

 次に、４款、支払基金交付金につきましては、平成２８年度交付金の確定によって、介

護給付費交付金が返還金相当額として、平成２９年度交付金で相殺、減額されるための当

年度支払基金交付金を減額するものです。また、同じく、支払基金の地域支援事業交付金

については、平成２８年度交付金の確定によって追加交付となるため、過年度分として計

上するものです。 

 ５款、県支出金については、国庫支出金と同様に、歳出で計上した人件費や組み替え経

費及び繰出金として計上した地域包括支援センター費に対する地域支援事業交付金におけ

る県の負担割合、１９．５％に見合う県支出金の計上です。 

 ７款、繰入金の一般会計繰り入れについては、国・県と同様に、市の負担割合１９．

５％に見合う分、それから組み替え以前の分として４月から９月分、介護予防サービス計

画作成料収入として、一般会計で歳入する計画作成料相当分を繰り入れするものです。ま

た、その他一般会計繰入金については、一般管理費事務費繰入金の計上となっております。 

 ４ページの８款、繰越金については、平成２８年度決算による歳入歳出差し引き額を計

上しております。 

 最後に、９款、諸収入については、予算組み替えにより、１０月以降収入する介護予防

サービス計画作成料収入を計上しております。 

 以上、議案第９２号 平成２９年度紀の川市介護保険事業勘定特別会計補正予算（第１

号）の提案説明です。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（竹村広明君） 建設部長 前田泰宏君。 

○建設部長（前田泰宏君）（登壇） それでは、議案第９３号と議案第９４号の２議案に

ついて、御説明申し上げます。 

 まず、議案第９３号 平成２９年度紀の川市公共下水道事業特別会計補正予算（第１

号）でございます。 

 別冊補正予算書１９ページをごらん願います。 

 第１条といたしまして、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１，９１０万円を減

額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１２億８，３１０万円とするものでござい

ます。 

 補正内容につきましては、別冊説明書の３ページをごらんください。 

 歳入では、前年度繰越金の確定による一般会計繰入金の調整でございます。 

 ４ページから５ページの歳出でございますが、人事異動による人件費の調整と地方債の

借入額確定に伴う元金利子の調整を行うものでございます。 

 続きまして、議案第９４号 平成２９年度紀の川市農業集落排水事業特別会計補正予算

（第１号）でございます。 

 別冊補正予算書２２ページをごらん願います。 

 第１条といたしまして、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１，０００円を減額
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し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５，０９９万９，０００円とするものでござ

います。 

 補正内容につきましては、別冊説明書３ページをごらん願います。 

 歳入では、前年度繰越金の確定による一般会計繰入金の調整でございます。 

 ４ページの歳出では、予備費の減額を計上してございます。 

 以上、２議案について、御審議よろしくお願い申し上げます。 

○議長（竹村広明君） 水道部長 溝上卓史君。 

○水道部長（溝上卓史君）（登壇） それでは、議案書の７９ページ、議案第９５号 平

成２９年度紀の川市簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）について、御説明させてい

ただきます。 

 別冊の補正予算書の２５ページをごらんください。 

 第１条として、歳入歳出予算総額に歳入歳出それぞれ１１万円を追加し、歳入歳出それ

ぞれ３億６１１万円とする補正をお願いするものでございます。 

 次のページをごらんください。 

 補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」のとおりでございます。 

 ２６ページ、歳入については、４款、繰入金、２項、基金繰入金並びに５款、繰越金、

１項、繰越金を。 

 ２７ページの歳出においては、１款、衛生費、１項、水道費を補正計上しております。 

 補正の詳細につきましては、別冊の紀の川市簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）

に関する説明書の３ページ、４ページをごらんください。 

 内容は、歳入においては、前年度繰越金の確定及び基金繰入金の調整。 

 歳出では、人事異動に伴う人件費の調整による所要の補正を行うものでございます。 

 以上でございます。御審議よろしくお願いいたします。 

○議長（竹村広明君） 農林商工部長 神徳政幸君。 

○農林商工部長（神徳政幸君）（登壇） それでは、議案書８０ページの議案第９６号 

平成２９年度紀の川市池田財産区特別会計補正予算（第１号）についてから、議案書９０

ページの議案第１０６号 平成２９年度紀の川市平池財産区特別会計補正予算（第１号）

についてまでの１１議案につきまして、一括して御説明申し上げます。 

 本１１議案につきましては、前年度決算における繰越金の確定に伴い、歳入歳出で予算

調整を図ったものでございます。 

 以上、１１議案につきまして、御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（竹村広明君） 水道部長 溝上卓史君。 

○水道部長（溝上卓史君）（登壇） それでは、議案第１０７号について、御説明させて

いただきます。 

 議案書の９１ページ、議案第１０７号 平成２９年度紀の川市水道事業会計補正予算

（第１号）についてを説明させていただきます。 
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 別冊の補正予算書の６１ページをお開きください。 

 第２条で、収益的支出の補正を計上しております。 

 支出では、１款、水道事業費用１，２６５万８，０００円の増額、内訳は、営業費用で

１，２６５万８，０００円の増額。 

 第３条では、資本的収入及び支出の補正を計上しております。 

 収入につきましては、１款、資本的収入で４，９７０万円、内訳は、出資金で２，１１

０万円、企業債で２，１１０万円、県補助金で７５０万円の増額。 

 支出につきましては、１款、資本的支出で４，６００万円の増額、内訳は、建設改良費

を増額するとともに、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額について、補填方法

を調整してございます。 

 補正の詳細といたしましては、別冊の紀の川市水道事業会計補正予算（第１号）に関す

る説明書の４ページからをごらんください。 

 収益的支出では、人事異動に伴う人件費の調整を行ってございます。 

 ６ページの資本的収入では、県の補助事業として地震等発生により、配水池に必要な水

を確保するための緊急遮断弁の設置に係る経費を予算化をしてございます。 

 ７ページの資本的支出では、その緊急遮断弁に係る設計委託料、工事請負費の増額とな

ってございます。 

 以上でございます。御審議の上、御議決賜りますようお願いいたします。 

○議長（竹村広明君） 総務部長 金岡哲弘君。 

○総務部長（金岡哲弘君）（登壇） 議案第１０８号 和歌山県市町村総合事務組合規約

の変更に関する協議にいて、御説明申し上げます。 

 議案書９２ページをごらんください。 

 本議案につきましては、和歌山県市町村総合事務組合規約の一部変更に関し、地方自治

法第２８６条第１項の規定に基づく協議について、同法第２９０条の規定により議会の議

決をお願いするものでございます。 

 提案理由及び改正内容につきましては、平成３０年４月１日から、紀の海広域施設組合

の常勤の職員に対する退職手当の支給に関する事務等の追加に伴い、９３ページに記載し

ている規約変更について、関係地方公共団体の協議を経て、総務大臣の許可を受けるもの

でございます。 

 なお、別冊議案資料の１０ページから１２ページに、本議案資料として新旧対照表を添

付しており、第３条第１項第１号に掲げる事務では、紀の海広域施設組合を第３条第１項

第２号に掲げる事務では、有田聖苑事務組合、有田郡老人福祉施設事務組合、有田衛生施

設事務組合を追加してございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（竹村広明君） ほかに補足説明はございませんか。 

〔「補足説明なし」という者あり〕 

○議長（竹村広明君） なければ、ただいま提案理由の説明がありました議案のうち、議
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案第５６号から議案第７９号までの平成２８年度各会計決算と財政の健全化及び公営企業

の経営健全化について、監査委員よりそれぞれ決算審査意見書が提出されており、本日、

代表監査委員に出席を求めておりますので、監査報告をしていただきます。 

 代表監査委員 箕輪光芳君。 

○代表監査委員（箕輪光芳君）（登壇） 箕輪でございます。委員を代表いたしまして、

審査の結果を御報告申し上げす。 

 去る８月３日、４日、７日、８日の４日間、監査委員の岩坪委員、村垣委員と私の３人

で、市長より審査に付されました平成２８年度紀の川市一般会計・特別会計の歳入歳出決

算及び基金の運用状況、また平成２８年度紀の川市公営企業会計、すなわち水道事業会計

と工業用水道事業会計の決算審査、さらに平成２８年度財政の健全化及び公営企業の経営

健全化の審査を行ったところ、審査に付されました各会計歳入歳出決算書、同じく事項別

明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書は、関係法令に準拠して作成されて

おり、関係諸帳簿、その他証書類と照合した結果、違法並びに錯誤を認めず、その計数等

は符合して正確であり、予算の執行及び関連する事務処理は適正に行われておりましたの

で、ここに御報告を申し上げます。 

 これらの決算審査とあわせて、健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎

となる事項を記載した書類は、いずれも適正に作成されており、健全化判断比率及び資金

不足比率においては、全て早期健全化比率及び経営健全化基準を下回り、本市の財政状況

は良好な状況にあると認められますので、ここであわせて御報告申し上げます。 

 なお、各会計歳入歳出決算の状況及びこれらについての審査に関する結果、審査意見書

は、さきにお配りいたしております３冊の小冊子にまとめさせていただいておりますので、

御確認いただきたいと思います。 

 さて、平成２８年度は、前年度より当市の財政規模が縮小しており、主な要因として、

歳入については、地方税収入は前年度に比べやや増加したものの、普通交付税の合併算定

替の縮減期間に入ったことによる普通交付税の減少、大型ハード事業の完了に伴う国庫支

出金及び市債などの大幅な減少によるものであります。 

 歳出については、市道調月三和線道路新設改良事業や竜門小学校校舎等改築事業などの

大型ハード事業の完了に伴う普通建設事業費の大幅な減少や、紀の海広域施設組合に対す

る建設負担金の減少であります。 

 また、自主財源の根幹をなす市税について、個人市民税は個人均等割で微増となり、法

人市民税についても、法人税割の税率改正により増収となっております。 

 固定資産税においても、土地分では時点修正の影響で減少しましたが、新設の増により

家屋分が増加となり、また事業者の償却資産分増加の影響もあり、固定資産税全体として

増収となっております。また、徴収率も合併以来、年々向上しております。 

 我が国の景気は、雇用・所得環境の改善が続く中で、各種政策の効果もあって、緩やか

に回復していることが期待されています。 
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 しかし、本市においては、人口の減少により自主財源の根幹である市税の収入見込みは

減少傾向にあり、普通交付税の合併算定替の縮減による減少も見込まれ、本市の財政運営

は厳しい局面を迎えることが予想されます。 

 こうした状況を踏まえ、引き続き行財政改革に取り組みつつ、中長期的な視点に立った

行財政運営の仕組みを確立し、持続可能な財政運営に向けて健全化を進めていっていただ

きたいと望みます。 

 以上で、平成２８年度各会計の決算審査と財政の健全化及び公営企業の経営健全化の審

査結果についての監査委員の意見といたします。 

 ありがとうございました。 

○議長（竹村広明君） 監査報告、ありがとうございました。 

 以上で、監査委員の決算審査報告を終わります。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております日程第４のうち、諮問第２号 人権擁護委員候補者の推

薦についてから、議案第５５号 教育委員会委員の任命についてまでの計６件につきまし

ては、人事に関する案件でありますので、会議規則第３７条第３項の規定により、委員会

付託・討論を省略し、本日、直ちに質疑、採決まで行いたいと思いますが、これに御異議

ございませんか。 

〔「異議なし」という者あり〕 

○議長（竹村広明君） 異議なしと認めます。 

 したがって、諮問第２号から議案第５５号までの計６件につきましては、本日、直ちに

質疑、採決まで行うことに決しました。 

 それでは、まず諮問第２号から諮問第６号 人権擁護委員候補者の推薦について、質疑、

採決を行います。 

 これより、諮問第２号から諮問第６号までの５件に対する一括質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」という者あり〕 

○議長（竹村広明君） 質疑なしと認めます。 

 それでは、質疑を終結いたします。 

 これより、順次採決を行います。 

 お諮りいたします。 

 諮問第２号につきまして、原案のとおり適任者とすることに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」という者あり〕 

○議長（竹村広明君） 異議なしと認めます。 

 したがって、諮問第２号は、原案のとおり適任者とすることに決しました。 

 続いて、お諮りいたします。 

 諮問第３号につきまして、原案のとおり適任者とすることに御異議ございませんか。 
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〔「異議なし」という者あり〕 

○議長（竹村広明君） 異議なしと認めます。 

 したがって、諮問第３号は、原案のとおり適任者とすることに決しました。 

 続いて、お諮りいたします。 

 諮問第４号につきまして、原案のとおり適任者とすることに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」という者あり〕 

○議長（竹村広明君） 異議なしと認めます。 

 したがって、諮問第４号は、原案のとおり適任者とすることに決しました。 

 続いて、お諮りいたします。 

 諮問第５号につきまして、原案のとおり適任者とすることに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」という者あり〕 

○議長（竹村広明君） 異議なしと認めます。 

 したがって、諮問第５号は、原案のとおり適任者とすることに決しました。 

 続いて、お諮りいたします。 

 諮問第６号につきまして、原案のとおり適任者とすることに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」という者あり〕 

○議長（竹村広明君） 異議なしと認めます。 

 したがって、諮問第６号は、原案のとおり適任者とすることに決しました。 

 続きまして、議案第５５号 教育委員会委員の任命について、質疑、採決を行います。 

 議案第５５号に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」という者あり〕 

○議長（竹村広明君） 質疑なしと認めます。 

 それでは、質疑を終結いたします。 

 これより採決を行います。 

 お諮りいたします。 

 議案第５５号につきまして、原案のとおり同意することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」という者あり〕 

○議長（竹村広明君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第５５号は、原案のとおり同意することに決しました。 

 これをもちまして、本日の日程は全て終了いたしました。 

 本日は、これにて散会といたします。 

 次会は、９月５日、午前９時３０分より会議を開きます。 

 お疲れさまでした。 

（散会 午前１１時３６分） 

 


